
13－1参考指標の活用   

（1）参考指標の活用状況（n＝879）  

40％  50％  60％  70％  80％  90％  100％  10％  20％  30％  

日活用していない  □必要に応じて活用している   ロ常に活用している  

（2）参考指標の活用状況別一次判定から二次判定（経過措置適用前）での変更率（n＝755）  

常に活用している（∩＝32）  

必要に応じて活用している（∩＝312）  

活用していない（n＝411）  

0．0％  20．0％  40．0％  60．0％  80．0％  100．0％  

口軽度に変更  口変わらない  q重度に変更  

Ⅳ．介護認定審査会委員研修  

14－1研修を受けた委員の割合  

（1）研修を受けた委員の割合（n＝879）  

0％  10％  20％  30％  40％  50％  60％  70％  80％  90％   100％  

□2割未満  臼2割以上4割未満  臼4割以上6割未満  ロ6割以上8割未満  ロ8割以上  臼不明  

（2）研修を受けた委員の割合別一次判定から二次判定（経過措置適用前）での変更率（n＝755）  

2割未満（n＝25）   

2割以上4割未満（n＝38）   

4割以上6割未満（∩＝45）   

6割以上8割未満（∩＝103）  

8割以上（n＝538）  

不明（∩＝6）  

0．0％ 10．0％ 20．0％ 30．0％ 40．0％ 50．0％ 60．0％ 70．0％ 80．0％ 90．0％100．0％  

口軽度に変更  日変わらない  箪重度に変更  
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15－1委員研修の開催回数（n＝879）   

（1）都道府県主催回数  
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（2）広域連合等主催回数  
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（3）市区町村主催回数  
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（4）その他主催  
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（5）合計  
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16－1研修で扱った内容   

（1）研修で扱った内容の説明（n＝879）  

要介護認定制度の基本設計  

3つの評価軸  

各調査項目の定義  

一次判定修正・確定の方法  

二次判定における介護の手間にかかる審査判定の方法  

二次判定において「年齢」、「状態條」、「居住環境」等の  

「介護の手間」ではない要因が変更の理由にはならないこ  

と  

要支援2、要介護1の判定の仕方  

介護認定審査会として付する意見の説明  

0％  20％  40％  60％  80ワも  100％  

ロ特に・li点的に説明した  

口内容に酬して一遇りは説明した  

叫まとんど説明していない（資料やテキスト等の配布のみの場合も含む）  

（2）研修で扱った内容の説明（制度の基本設計）一次判定から二次判定（経過措置適用前）での変更率   

（∩＝344）  

0．0％  20．0％  40．0％  60．0％  80．0％  100．0％  

口軽度に変更  日変わらない  臼重度に変更  
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（3）研修で扱った内容の説明（制度の基本設計）一次判定から二次判定（経過措置適用前）での変更率  

（n＝344）  

特に重点的に説明した（∩＝123）  

内容に関して一通りは説明した（∩＝184）  

ほとんど説明していない（∩＝37）  

0．0％  20．0％  40．0％  60．0％  80．0％  100．0％  

口軽度に変更  □変わらない  8重度に変更  

（4）研修で扱った内容の説明（各調査項目の定義）一次判定から二次判定（経過措置適用前）での  

変更率（n＝344）  

特に重点的に説明した（n＝39）  

内容に関して一通りは説明した（∩＝148）  

ほとんど説明していない（∩＝157）  

0．0％  20．0％  40．0％  60．0％  80．0％  100．0％  

口軽度に変更  口変わらない  8重度に変更  

（5）研修で扱った内容の説明（一次判定修せ・確定の方法）一次判定から二次判定（経過措置   

適用前）での変更率（∩＝344）  

特に重点的に説明した（n＝97）  

内容に関して一通りは説明した（∩＝209）  

ほとんど説明していない（∩＝38）  

0．0％  20．0％  40．0％  60．0％  80．0％  100．0％  

口軽度に変更  口変わらない  田重度に変更  
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（6）研修で扱った内容の説明（介護の手間にかかる審査判定方法）一次判定から二次判定（経過措置   

適用前）での変更率（n＝344）  

3．0 

1  

特に重点的に説明した（∩＝229）  

内容に関して一通りは説明した（∩＝107）  

ほとんど説明していない（∩＝8）  

0・0％  20・0％  40・0％  60▲0％  80．0％   100，0％  

田軽度に変更  口変わらない  臼重度に変更  

（7）研修で扱った内容の説明（二次判定において「年齢」、「状態像」、「居住環境」等の「介護の手間」   

でない要因が変更の理由にはならないこと）一次判定から二次判定（経過措置適用前）での変更率   

（∩＝344）  

0．0％  20，0％  40．0％  60．0％  80．0％  100．0％  

口軽度に変更  □変わらない  8重度に変更  

（8）研修で扱った内容の説明（要支援2・要介護1の判定の仕方）一次判定から二次判定（経過措置適   

用前）での変更率（n＝344）  

特に重点的に説明した（n＝42）  

内容に関して一通りは説明した（n＝233）  

ほとんど説明していない（n＝69）  

0・0％  20・0％  40・0％  60．0％  80．0％   100．0％  

口軽度に変更  □変わらない  8重度に変更  
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17－1平成21年度から始まった新しい認定方式に対する認識  

（1）新たな認定方式に関する審査会委員の認識（n＝879）  

介護認定審査会資料の様式が  

変更となった趣旨等について  

一次判定ソフトのロジックが  

変更になった趣旨等について  

二次判定での変更の際に具体的な  

箇所を示すことが明示されたこと  

介護認定審査会としての意見を   

付すことが明示されたこと  

0％  20％  40％  60％  80％  100％  

ロほぼすべての委員が認識している  臼多くの委員が認識している  

四し一部の委員が認識している  0認識している委員はいない  

（2）認識の状況別（資料様式変更の趣旨）一次判定から二次判定（経過措置適用前）での変更率   

（n＝755）  

ほぼすべての委員が認識している（n＝494）  

多くの委員が認識している（n＝226）  

一部の委員が認識している（n＝33）  

認識している委員はいない（∩＝2）  

0．0％  20．0％  40．0％  60．0％  80．0％  100．0％  

口軽度に変更  □変わらない  田重度に変更  

（3）認識の状況別（ロジック変更の趣旨）一次判定から二次判定（経過措置適用前）での変更率   

（n＝755）  

ほぼすべての委員が認識している（n＝368）  

多くの委員が認識している（∩＝265）  

一部の委員が認識している（∩＝109）  

認識している委員はいない（n＝13）  

0．0％  20．0％  40．0％  60．0％  80．0％  100．0％  

口軽度に変更  日変わらない  B重度に変更  
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（4）認識の状況別（二次判定での変更の際の具体的な箇所の明示）一次判定から二次判定（経過措置適   

用前）での変更率（n＝755）  

ほぼすべての委員が認識している（∩＝476）  

多くの委員が認識している（n＝230）  

一部の委員が認識している（n＝45）  

認識している委員はいない（∩＝4）  

0．0％  20．0％  40．0％  60．0％  80．0％  100．0％  

口軽度に変更  口変わらない  口重度に変更  

（5）認識の状況別（介護認定審査会としての意見を付すことの明示）一次判定から二次判定（経過措置   

適用前）での変更率（n＝755）  

0．0％  20．0％  40．0％  60．0％  80．0％  100．0％  

口軽度に変更  □変わらない  Bl狛更に変更  

18－1平成21年度から始まった新しい認定方式に対する評価）  

（1）新たな認定方式に関する審査会委員の認識（n＝879）  

介護認定審査会資料の様式が  

変更となった趣旨等について  

一次判定ソフトのロジックが  

変更になった趣旨等について  

二次判定での変更の際に具体的な  

箇所を示すことが明示されたこと  

介護認定審査会としての意見を   

付すことが明示されたこと  

0％  20％  40％  60％  80％  100％  

叫まぽすべての委員がよい評価をしている  □多くの委員がよい評価をしている  

臼一部の委員がよい評価をしている  ロよい評価をしている委員はいない  
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（2）評価別（資料様式変更の趣旨）一次判定から二次判定（経過措置適用前）での変更率（n＝755）  

ほぼすべての委員がよい評価をしている（n＝18）  

多くの委員がよい評価をしている（∩＝109）  

一部の委員がよい評価をしている（∩＝372）  

よい評価をしている委員はいない（n＝256）  

0．0％  20．0％  40．0％  60．0％  80．0％  100．0％  

口軽度に変更  日変わらない  口重度に変更  

（3）評価別（ロジック変更の趣旨）一次判定から二次判定（経過措置適用前）での変更率（n＝755）  

ほぼすべての委員がよい評価をしている（∩＝11）  

多〈の委員がよい評価をしている（n＝89）  

一部の委員がよい評価をしている（∩＝341）  

よい評価をしている委員はいない（∩＝314）  

0．0％  20．0％  40．0％  60．0％  80．0％  100．0％  

口軽度に変更  口変わらない  口重度に変更  

（4）評価別（二次判定での変更の際の具体的な箇所の明示）一次判定から二次判定（経過措置適用前）   

での変更率（n＝755）  

ほぼすべての委員がよい評価をしている（∩＝40）  

多くの委員がよい評価をしている（n＝153）  

一部の委員がよい評価をしている（n＝311）  

よい評価をしている委員はいない（∩＝251）  

0．0％  20．0％  40．0％  60．0％  80．0％  100．0％  

口軽度に変更  口変わらない  口重度に変更  
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（5）評価別（介護認定審査会としての意見を付すことの明示）一次判定から二次判定（経過措置適用   

前）での変更率（n＝755）  

ほぼすべての委員がよい評価をしている（∩＝65）  

多くの委員がよい評価をしている（∩＝190）  

一部の委員がよい評価をしている（∩＝278）  

よい評価をしている委員はいない（n＝222）  

0．0？ノふ  20．09も  40．0％  60．0％  80．0％  100．0％  

口軽度に変更  D変わらない  口頭度に変更  

19－1平成21年度から始まった新しい認定方式による審査判定方法の変化  

（1）新たな認定方式による審査判定方法の変化の状況（n＝879）  

介護認定審査会質料の様式が  

変更となった趣旨等について  

二次判定での変更の際に具体的な  

箇所を示すことが明示されたこと  

介護認定審査会としての意見を  

付すことが明示されたこと  

0％  20％  40％  60％  80％  100％  

□ほぼすべての合議体で審査方法が変わった  
□多くの合議体で審査方法が変わった  
8多くの合議体で審査方法は変わっていない（これまでも手順どおり審査を行っていた）  

日多くの合議体で薫香方法は変わっていないにれまでも手順どおり来春券行rTい九＝  

（2）審査判定方法の変化の状況別（資料様式変更の趣旨）一次判定から二次判定（経過措置適用前）で   

の変更率（n＝755）  

ほぼすべての合議体で審査方法が変わった（∩＝200）  

多くの合議体で審査方法が変わった（∩＝114）  

従来通り手順に沿った審査を行っている（∩＝423）  

従来通り手順に沿わない審査を行っている（n＝18）  

0■0％  20・0％  40．0％  60．0％  80．0％   100．0％  

口軽度に変更  □変わらない  田重度に変更  
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（3）審査判定方法の変化の状況別（ニ次判定での変更の際の具体的な箇所の明示）一次判定から二次   

判定（経過措置適用前）での変更率（n＝755）  

3．2  

ほぼすべての合議体で審査方法が変わった（n＝239）  

多くの合議体で審査方法が変わった（∩＝177）  

従来通り手順に沿った審査を行っている（n＝324）  

従来通り手順に沿わない審査を行っている（n＝15）  

0．0％  20．0％  40．0％  60．0％  80．0％  100．0％  

口軽度に変更  口変わらない  田重度に変更  

（4）評価別（介護認定審査会としての意見を付すことの明示）一次判定から二次判定（経過措置適用前）   

での変更率（n＝755）  

ほぼすべての合議体で審査方法が変わった（n＝41）  

多くの合議体で審査方法が変わった（∩＝51）   

従来通り手順に沿った審査を行っている（∩＝540）  

従来通り手順に沿わない審査を行っている（n＝123）  

0．0％  20．0％  40．0％  60．0％  80．0％  100．0％  

口軽度に変更  日変わらない  8重度に変更  
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Ⅴ．認定調査結果の確認  

20－1審査会資料の確認の状況（n＝1，578）  

82．3％  

0％  10％  20％  30％  409も  50％  60％  70％  80％  90％  100％   

回答自治体内で行っている  

・回答自治体内では行っていないが、他自治体が確認をしている  

べ回答自治体内では行っておらず、他で確認しているかは分からない  

21－1審査会資料の確認の内容（n＝1，299）  

記入漏れや警告］－ト  

特記事項の記載内容  

認定調査項目の選択と定義との整合性  

障害高齢者・認知症高齢者の日常生活自立度の選択（主治  

医意見書も含む）  

特別な医療の選択  

認定調査票と主治医意見書の整合性  

警告コート以外の認定調査項目間の整合性  

より頻回な状況で選択している「介助の方法」の項目  

認定調査員が選択に迷っている調査項目  

常時、介助を提供する者がいない場合の選択  

その他  

96．4％  

87．9％  

71．9％  

67．1％  

64．4％  

63／7％  

62，9％  

575％  

56．8％  

55．4％  

7．0％  

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％ 90％100％  
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